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八王子市電子自治体計画（e－City 八王子計画） 

はじめに 
 インターネットに代表されるＩＴ（情報、通信技術）の波は確実に市民生活

や地域産業をはじめ社会のすみずみまでその影響を及ぼしています。国は、国

際競争力の維持、産業育成、行政事務の効率化、国民の利便性の向上などの視

点から「e －Japan重点計画」等を発表し、国の政策としてＩＴ化、すなわち
電子政府づくりを進めています。 
 そこで、国の政策との整合を考慮しつつ、地方自治の視点、市民の視点から

本市のＩＴ化を捉え直し、何のため、誰のためのＩＴなのか、どのようなしく

みが必要なのかを検討したうえで、八王子市の目指す電子自治体の姿を本計画

として明らかにしたものです。 
 これまで、この計画に基づいて住民基本台帳ネットワークの整備や電子申請

を実現し、市民サービスの向上に努めてきました。 
 このたび、この計画期間５か年のうち、３年が経過したことに伴い、これま

での進捗状況を把握し、分析、評価を行い、その結果を踏まえ内容の見直しを 
行うとともに、１５年３月の本市基本構想・基本計画（八王子ゆめおりプラン）

の策定や情報化基本計画の計画期間終了などにより、本計画を改訂しました。 
 
第１部 計画の基本方針 
第１章 計画策定の背景 
１ 社会的背景 
わが国においては１９９０年代の後半からインターネットが急速に 
普及し、平成１６年２月にはインターネット利用者は約７,７３０万人 
に達し、平成１７年度末には８,７２０万人に達すると推定されていま 
す。わが国では携帯電話が専用のホームページにアクセスできるよう 
になり、これを利用したサービスが増大しており、携帯電話に代表さ 
れる移動体通信が急速に成長、拡大していることが大きな特徴となっ 
ています。 
インターネットを利用したカタログや注文のしくみによるＥコマー 
スや株取引、銀行口座からの引き落とし、送金などが自宅のパソコン 
でできるサービスも始まっています。生産活動でも部品の調達にイン 
ターネットが利用され、社会のさまざまな分野にインターネットは浸 
透してきました。 
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（注）「平成１６年度版 情報通信白書」（総務省）より。インターネット利用人口及び人口普及率の推移 
 

 （注）「平成１６年度版 情報通信白書」（総務省）より。携帯電話及び携帯インターネット契約数の推移 
 
 

 
２ 国の動向 
国は電子政府、電子自治体の構築に向け、重点的な予算の配分など 
により行政のＩＴ化を強力に推進しています。平成１１年度に策定さ 
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れた「ミレニアムプロジェクト」では１５年度（２００３年度）まで 
に電子申請など行政手続きの電子化、電子入札の導入などを行い、政 
府と民間の間の行政手続き等をインターネットを利用し、ペーパーレ 
スで行えるようにするとの目標が掲げられています。さらに、平成 
１３年１月には高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（ＩＴ基本 
法）が施行され、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ＩＴ 
戦略本部）が設置されました。この法律では世界最高水準のネットワ 
ーク社会形成の促進などＩＴ社会形成のための施策を策定し、実施す 
ることは国及び地方公共団体の責務であると定められています。 
また、自治省（現総務省）においては「ＩＴ革命に対応した地方公 
共団体における情報化施策等の推進に関する指針」（平成１２年８月） 
が策定され、ＬＡＮの整備や１人１台のパソコンの配備など地方自治 
体が早急に取り組むべき事項が示されました。さらに「地域ＩＴ推進 
のための自治省アクションプラン」（平成１２年１２月）を策定し、国 
と地方自治体が一体となってＩＴ革命に対応した情報化施策を推進す 
ることとしています。 
 一方、ＩＴ戦略本部においては「e-Japan 戦略」に代わる新たな国
家戦略となる「e-Japan 戦略Ⅱ」（平成１５年７月）を策定しました。
この中で、行政サービスの分野では２４時間３６５日ノンストップ・

ワンストップの行政サービスを提供するとともに、行政部門の業務効

率の向上を目指すとしています。 
 平成１６年８月に「平成１７年度 ＩＣＴ政策大綱」が公表され、

ユビキタスネット社会（Ｕ－Japan）の実現に向けて、誰もが安心し
て使える安全なネットワーク環境の整備を着実に進めつつ、住民等と

の協働による地域づくりや次世代に向けた高度情報通信基盤整備に取

り組むとともに国際化戦略を推進することとしています。 
     
３ 都の動向  
都は平成３年の新庁舎建設時に庁内ＬＡＮを整備し、財務会計など 
のシステムを導入しました。しかし、手作業で行っていた業務をその 
まま電算化したり処理のピーク時に合わせた過大な仕様の機器を導入 
するなど業務改革が徹底されないものもあり、システム経費の高額化 
が進んだ中でシステムアセスメント制度などの創設で経費の縮減を図 
ってきた経過があります。平成１０年には非定型業務の情報化をめざ 
して都庁内情報基盤「ＴＡＩＭＳ」（東京都高度情報化推進システム） 
の整備に着手し、平成１２年１０月にはインターネットにも接続しま 
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した。平成１３年３月、都は電子都庁推進計画を策定しました。この 
中で都庁各局において手続きの電子化や業務のシステム化を進める計 
画が示される一方、ＩＴ化の本来の目的としてのＢＰＲやナレッジマ 
ネジメントを進めることや職員の意識改革、そして長年にわたって職 
員の気風を醸成してきた組織風土の改革が重要であることが述べられ 
ています。また、都民にとって分かりやすく身近な行政の実現と都民 
参画の拡充、自治体連携として、都内の区、市町村との協力、連携を 
今後は積極的に進めることがうたわれています。 
平成１４年４月には「電子都市構築に関する懇談会報告」を発表し 
ました。この中で、日本全体のＩＴ革命への対応を進めるうえで、東 
京をはじめとする３，３００万人が生活する首都圏の電子都市化によ 
って経済活性化と都市再生に成功するならば、その影響は首都圏にと 
どまらず速やかに全国に普及し、日本の経済・社会全体の再生につな 
がるとしています。そして、首都圏において世界最高水準の高速イン 
ターネット網を整備し、企業や住民がその効果を十分享受し、自らの 
総意や工夫により活性化できる環境を持つ都市づくりを行うための具 
体的な方策を明らかにしています。 
また、首都圏３，３００万の人々の間での個人、企業、自治体同士 
での既存の枠組みをこえた協働のあり方についての提言を行っていま 
す。 

 
４ 本市の情報化の取り組み 
大型汎用コンピュータの利用では平成元年２月から住民基本台帳シ 
ステムが稼動し、平成１２年２月からは総合税システムが稼動しまし 
た。また、地域情報化では昭和６１年に郵政省（現総務省）のテレト 
ピア、６３年にはハイビジョン・シティ、建設省（現国土交通省）の 
インテリジェント・シティの各モデル都市の指定を受けニューメディ 
アの活用やＣＡＴＶ網など情報基盤の整備を進めてきました。 
平成１４年度にはＬＡＮ整備（出先を含めたＷＡＮ）に合わせ、パ 
ソコンを約９００台配備、財務会計システム稼動、グループウェアの 
利用開始、インターネットへの接続を行い、さらに平成１６年度には 
パソコン約１０００台の配備を完了してほぼ１人１台体制が実現しま 
した。 
さらに、平成１７年１月からは２２種類の電子申請を始めるととも 
に平成１８年４月からは電子調達（入札）を開始します。 
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（注）「価値総合研究所、ぎょうせい総合研究所、ガートナー（2001年 12月） 

 
第２章 基本的な考え方 
１ 基本理念 
電子自治体の実現の意義は市政の幅広い分野にＩＴを活用すること 
により従来の事業手法、制度、慣行を抜本的に見直し、職員の意識を 
変革して、市民、事業者、行政間の強力なパートナーシップを創りあ 
げることです。以下の４点を基本理念とし電子自治体計画を進めてい 
きます。 

 
・ＩＴを活用し、市民にとってより便利で質の高い行政サービスの提供 
・情報の提供や共有により透明性が高く、市民と協働する市政の実現 
・ 業務プロセスの見直しと、ＩＴ活用による業務の効率化 
・ 情報システムの安全性・信頼性の確保と個人情報の保護 

 
これまで、ＩＴやパソコンは難しいもの、近寄りがたいものとされ 
てきました。しかし、一番大切なことはＩＴを自在に使えることによ 
って、その便利さや楽しさを実感できることではないでしょうか。八 
王子の電子自治体化では、この点を強く意識して計画を策定し、実行 
していきます。  
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２ 計画の位置付け 
本計画は「八王子ゆめおりプラン」、を上位計画とし、本市の電子自

治体構築のための実施計画として策定するものです。電子自治体の基

盤となる全庁に共通する業務のＩＴ化や各所管での主要な業務へのＩ

Ｔ活用、システム化について、そのスケジュール、概要、推進体制な

どを示しています。 
また、平成１３年１２月に行った市政モニターへのアンケート結果 
もこの計画書に極力取り入れるように努めました。更に、本計画には 
産業振興の視点からの地域情報化を盛り込み、情報化基本計画を包含

する要素を持たせました。 
 
３ 計画の目標 
（１）市民のだれもがいつでも、どこでもＩＴ化による便利なサービス

を受けられるようにすること。 
そのための基盤として庁内ＬＡＮを整備した後、電子申請を開

始しました。今後は電子入札や電子申告などの実現を目指します。 
     
（２）わかりやすい市政と市民参加のしくみづくり 
市政を分かりやすく身近なものとするため、ＩＴを活用した積 
極的な情報提供や情報共有のしくみづくりを進めます。また市民 
からの意見や提案を施策に反映させるなど市政への市民参画を進 
めます。 

 
（３）業務の抜本的な改革と行政運営の高度化及び効率化 

ＩＴ化を進める前提として現在、庁内で行われているさまざま 
な業務の必要性や進め方、手順を抜本的に見直し、行政の簡素、 
効率化を進めます。その上で、例えば文書管理システムの導入で、 
行政の意思決定の迅速化を進めます。また内部庶務事務のシステ 
ム化を図り、事務のスピード化や効率化を図ります。さらに職員 
の知識や知恵を共有し、新たな発見や創造に結びつけるナレッジ 
マネジメントのしくみを導入することで新しい施策の形成能力、 
問題の解決能力を高めていきます。 

 
（４）情報システムの安全性・信頼性の確保と個人情報の保護 
本市のＩＴ化やネットワーク化で市民生活が便利になる一方、

市民の個人情報は外部からの侵入やなりすましによるデータ取得、
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情報流失などの脅威にさらされます。このため、本市では情報流

失などの事故を未然に防ぐためセキュリティポリシーを策定し、

このポリシーに基づいて情報を取り扱うとともに、定期的に内部

監査、外部監査を行って、リスクや弱点を見つけ出し、その改善

に努めていきます。 
 
４ 計画の期間 
計画の期間は、平成１４年度（２００２年度）から平成１８年度 
（２００６年度）までの５か年とします。 

 
 
第３章 本市におけるＩＴ活用のあり方 
   １ 顧客志向 

ＩＴというとパソコンやインターネットのほうに目が向いてしまい 
がちですが、ＩＴはツールであって目的ではありません。自治体にお 
いて最も重要なもの、追求すべきものは民間でいう顧客満足度であり、 
市ならば市民の満足度の向上であるといえます。 
市政運営は税収等によって賄われており、市は基本的に納税者であ 
る市民から信託を受けてさまざまな行政サービスを提供する機関です。 
行政サービスの受け手である市民を「お客様」と捉え、市民が満足で 
きる質の高いサービスをすべてのセクションで提供していくことが今 
強く求められています。 
また、人々の価値観やライフスタイルが多様化する中で、一人ひと 
りの個別の要望や条件に合わせたきめの細かいサービスが求められる 
ようになっていますが、ＩＴはそれを実現する可能性を持っています。 

 
   ２ ＩＴの積極的な活用 
     ＩＴはコミュニケーションのスタイルを変え、コミュニケーション 
が可能となる範囲を劇的に拡大しました。たとえば、電話は１対１の 
コミュニケーションですが、インターネットのＥメールでは１対Ｎ（多 
数）、Ｎ対Ｎのコミュニケーションが可能になります。そして日本だけ 
でなく世界中の人々と、瞬時にしてコミュニケーションやデータの交 
換などが可能となったのです。 

     ＩＴの活用方法は無限の広がりと可能性を持っています。日進月歩 
の技術革新はさらに活用の可能性を広げていくでしょう。この機能を、 
ビジネス、教育、行政などのさまざまな分野に応用することによって、 

7 



新しいビジネスモデルの創出、Ｅラーニングの普及、新しい行政サー 
ビスの実現などが期待されています。 
しかし、可能性を発見し、応用していくのは他ならぬ私達なのです。 
そして行政に携わる者は、積極的にＩＴの行政活動、市民サービスの 
分野での活用方法を考え、実現していかなければなりません。そのた 
めにはＩＴがいかなるものなのかを職員が理解していることが必要で 
す。そのため、職員に対する研修も充実させていかなければなりませ 
ん。 

 
 
   ３ 市民のＩＴ利用能力向上への支援 

職員のＩＴ活用能力をアップさせることと同時に市民のＩＴ利用能 
力を底上げしていくことも必要です。学校や職場でパソコンやインタ 
ーネットを自在に使っている方が多い一方で、パソコンを持っていな 
い、ましてやインターネットなど全く使ったことなどないという方も 
少なからずおられます。窓口へ行けばフェイスＴＯフェイスのサービ 
スが受けられますが、パソコン等の操作能力を身につけることにより 
自宅にいながら様々なサービスを受けるだけでなく、自分から情報を 
入手したりマスコミや行政に対し意見を発表するなど能動的に世の中 
との関わりを持ち続けることも可能となります。 
そのために市では、市民に対しＩＴ機器の操作や利用方法について 
学ぶ場や機会の提供及びインターネット端末やパソコンを利用できる 
環境等を整備する必要があります。 
しかし、パソコン等の情報機器は必ずしも使いやすいものとは言え 
ないため、常に利用者（市民）の立場に立って、現在の技術水準で簡 
単で安心して使えるシステムの構築とＩＴに不得手な人でも、これら 
の機器の使用を希望する全ての人が利用できるように環境の整備に努

めます。 
また、「ペーパーレス」や「機械化」についても紙を全くなくしたり 
窓口を完全に機械化するということではなく、利用者が使いやすけれ 
ば印刷物を用意したり、人を介したサービスが必要であれば有人の窓 
口を設けることも必要です。 

  
  ４ ナレッジマネジメント 
    同じ八王子市の職員でも、組織が大きくなってくると同じ部の中でも 
隣の課でどのような事業を行い、どのような課題を抱えているのかとい 
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ったことはほとんど分からないことがあります。部が異なれば、なおさ 
らです。知らないがために、共同して事業を行ったり、物品を買うとい 
ったことができず、同じような事業に労力を費やす原因となることも考 
えられます。 
この計画書を策定するために設けた電子自治体検討委員会では「ＩＮ 
Ｇ」情報の共有という言葉で、今どこの課でどのような事業を行おうと 
しているのか、どのように進んでいるのかといった現在進行しているこ 
とがらに関する情報の共有が不可欠であるという議論がなされました。 
情報共有には無駄を省くという効果と共通の課題に課の垣根を越えて取 
り組むことができる、あるいは全庁的な協力体制をつくることができる 
などの効果があります。 
職員の個人個人に蓄積された経験や知識、技能などはその職員自身の 
財産ですが、ＩＴを使ってデータベース化し、誰もがそれを学ぶことが 
できれば、職員は膨大な経験と知識を自分のものとすることができます。 
蓄積された知識の取り扱いと活用がナレッジマネジメントであり、今後 
の組織の消長のカギを握るのはナレッジマネジメントであると言っても、 
過言ではありません。本市ではグループウェアや文書管理システムなど 
の導入によってナレッジマネジメント（知識の共有と活用）を進める予 
定です。 
 

  ５ ＩＴと業務改革 
ＢＰＲ（ビスネス プロセス リエンジニアリング）はマイケル・ハ

マーとジェームスチャンピーが提唱した考え方です。８０年代のアメリ

カで産業が停滞した時、日本の小集団活動やカンバン方式などを研究し

たうえで、業務とそのプロセスを徹底的に見直し、無駄なプロセスを省

いたり、新しい単純化されたプロセスを作ることにより劇的な経営改善

をもたらす手法として注目を浴びました。リストラ（人員削減）とよく

混同されますが、ＢＰＲは人員削減に主眼があるわけではありません。 
本市においては、事務処理手順は長年改善されることなく、前例踏襲

で続けられてきたものも少なくありません。国から基準等が示され、そ

れに従って行なわざるを得なかったものもあるかも知れませんが、疑問

を持たずに漫然と行ってきたもの、ＯＡ化はしたが、それまでの手作業

で行っていた手順をそのままコンピュータ処理に置き換えたケースなど

が見受けられます。 
なぜ、この事務を行う必要があるのか、やめても支障がないのではな

いか、やる必要があったとしてもなぜ、この方法でやるのか、別の方法
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で代替できないのかといった視点ですべての事務処理手順を見直す必要

があります。その上でＩＴを導入し、業務の大幅な効率化を実現するこ

とが大切です。ＩＴがＢＰＲと結びついてこそ、行財政改革の大きな推

進力となります。 
 
 
八王子市が電子自治体として目指す方向を、簡単なことばと図で表現す

ると次のようになります。 
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電子自治体（e- City）の構築 

その目指すもの 
 

１ ＩＴを楽しむ      ＩＴの便利さや満足度の向上 
・サービスの質の向上 
・サービスのスピードアップ 
・新しいサービスシステムの提供 

２ ＩＴで変える      業務改革、組織改革、意識改革の推進 
               ・効率化 
３ ＩＴでつながる     情報の提供や公開と市民との協働、他の自治体 

との連携 
               ・行政の透明化と住民参加 

                
                       

 
 
 

インターネットへの接続 
○情報公開                    ○      ○ 文書管理 
○電子申請届出                         ○ 人事給与 
○電子入札・調達                          

   ○ＩＴを活用した新しい業務プロセスの提案（ＢＰＲ）

○既存システムの改善 
○ＩＴの新しい活用方法の発見 

 
１人１台 
パソコンの配備 

 
行政情報 
ネットワークの

構 築 

電子自治体計画 

 
職員の情報リテ

ラシーの向上 
研修環境の整備 

グループウェアの導入 → ナレッジマネジメントの実践 
             （知識の共有と活用そして創造） 

認証基盤の整備 
ＬＧＷＡＮの整備  
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項　　目 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度

庁内ＬＡＮの構築  完了
（行政情報ネットワーク）

配備　 配備　 配備

１人１台パソコン配備 完了

検討・予算計上 　　　　接続

総合行政ﾈｯﾄﾜｰｸ接続 　完了
（ＬＧＷＡＮ）

財務会計ｼｽﾃﾑ全体計画 　完了

１４年８月稼動

　　　　予算編成

１５年２月稼動

　　　　予算執行

１６年２月稼動

　　　　決算

　　　検討 　導入

グループウェア        　 完了

　　　　　　　　　

職員管理システム 　　　検討 　　　　導入

　　　　　　　　　　　一次稼動 　 　　　 　　検討 　　　　　導入

　　　　　　　　　　　 　

　　　　　　　　　　　二次稼動
　　 　　　検討 　　　継続 予算化

文書管理システム

　　 　　　検討 　　　継続 　

ＧIS(地理情報ｼｽﾃﾑ)

　　　　　　検討 　　　　実施 　　　拡大 拡大

電子申請システム

実施 　　　　　

申請書類のダウンロード

　　　

      検討 継続

自動交付機 　　　

        検討 継続

電子申告 　　　 　　　 　　　

東京都と検討    共同開発 　　　 実施

調達・入札システム

　一次稼動 　 　　　　　 　

住民基本台帳ネットワーク

　 ICカード追加
機能検討

　　　　　　　

二次稼動 　　

　　　　　

　　検討 　　予算化

公共施設案内予約システム

　　 　　 　　検討 　　　　継続

マルチペイメントネットワーク

システム導入スケジュール

 
12 



第２部 電子自治体の構築 
 第１章 導入するシステムと実施計画 
   市民向けの情報提供システムから庁内事務処理用のシステムまで、電子

自治体に必要なシステムを今後５年間で導入するよう努めます。ただし、

この章で挙げるシステムは現時点で導入を想定しているものですが、今後

は基準を定めて、何をどれだけ削減できるのか、どれほどの利便性の向上

があるのかを数値で表して評価し、効果の期待できるものに絞って導入し

ます。 

 
１ 全庁ＬＡＮと職員１人１台パソコンの整備 

   ＩＴ社会への対応、電子自治体構築の共通基盤として庁内のＬＡＮ整備

や職員への１人１台パソコンの配備が必要です。人口２０万人以上の市の

７割以上がＬＡＮ整備を完了し、平成１２年８月に自治省（現総務省）か

ら出された「ＩＴ革命に対応した地方公共団体における情報化施策等の推

進に関する指針」においても、地方自治体が早急に取り組むべき事項とし

て、ＬＡＮ整備と 1 人 1 台パソコンの配備を挙げています。情報の取得、
送信、共有、検索などはこのＬＡＮによるネットワークがなければ実現で

きません。市民サービスの電子化にはこの全庁ＬＡＮ（以下、「行政情報ネ

ットワーク」という）が不可欠です。 
   本市ではこのような情勢に対応し、平成１４年度中に本庁舎、出先施設

１８３か所（小・中学校、保育園）を対象に行政情報ネットワークの整備

を国の補助制度（地域イントラネット基盤施設整備事業に対する無利子貸

付制度）を活用して行いました。 
また、この行政情報ネットワークの効果的活用を実現するために、必要

な職員に対する１人１台のパソコンの配備も推進してきました。 

ところで、なぜパソコンの 1 人 1 台体制が必要なのでしょうか。それは

パソコンを持っていない人がいれば、通知や書類のやり取りを完全に電子

化できず常に紙で出力して回覧しなければならない手間や無駄が生じたり、

電子的なコミュニケーションの場から除外されてしまうなど、組織内に情

報の空白地帯が発生してしまい、思い違いや情報を入手できないことから

仕事上の誤りなどが発生するからです。 

【スケジュール】             【推進所管 ＩＴ推進室】 

項  目 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度

 

庁内ＬＡＮの構築 

（行政情報ネットワーク） 

１人１台パソコン配備 

   完了  

   

検討 

 

  

 配備完了 
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 ＰＣ整備状況 

  （回答数 １,５９７自治体、回答割合 ８５.０％）（Ｓ.Ａ.） 

 

（注）価値総合研究所、ぎょうせい総合研究所、ガートナー（２００１年１２月） 

 

 

 庁内ＬＡＮの整備状況 

  （回答数 １,８５３自治体、 回答割合 ９８.７％）（Ｓ.Ａ.） 

 

（注）価値総合研究所、ぎょうせい総合研究所、ガートナー（２００１年１２月） 
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２ 総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ） 

   総合行政ネットワーク（以下「ＬＧＷＡＮ」(Local Government Wide Area Network)

という。）は、地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続し、高度情報流通

を可能とする通信ネットワークとして整備し、地方公共団体相互のコミュニケーシ

ョンの円滑化、各地方公共団体と国の各府省及び住民等との情報交換手段の確保の

ための基盤とすることを目的としています。 

 国は、「e-Japan重点計画」（平成１３年３月２９日ＩＴ戦略本部決定）において、
「すべての地方公共団体を相互に接続する総合行政ネットワークシステム」につい

て、平成１３年度（２００１年度）までに都道府県・政令指定都市、平成１５年度

までにすべての市町村における接続を要請してきました。また、当該ネットワーク

と霞が関ＷＡＮとの接続を平成１４年度から実施しました。 
本市は、行政情報ネットワークの敷設が平成１４年度に完了するのを待って平成

１５年度に接続を完了しました。このＬＧＷＡＮを使って、国や東京都との公文書

の交換などを行っていますが、その他に電子申請や電子入札システムを構築する場

合に不可欠となる公的個人認証に必要なデータの送受信もＬＧＷＡＮを利用して

行っています。 
 

 
 
              専用回線 
 
 
 
 
家 庭 

 
 
 

他自治体 
他自治体 

 八王子市 
 

総合行政ネットワーク   

ＬＧＷＡＮ）

インターネット

（  

他自治体 

東京都 
総

務

省

省

庁

 

霞ヶ関ＷＡＮ 

省

庁

 

【スケジュール】                      【推進所管 ＩＴ推進室】 

項  目 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 

 

総合行政ネットワーク接続 

 

 

 

検討・仕様 

  

接続完了 
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３ 財務会計システム 

   平成１３年度から１５年度の３か年で、分散処理していた財務会計処理を一元化

するため、予算編成から決算統計までの財務会計業務の統合システム（財務会計シ

ステム）を構築しました。 
   このシステムでは電子決済で支出負担行為や伝票類の処理を行い、決裁処理の迅 
速化、処理にかかる時間の短縮を実現しました。 
 また、平成１７年度から一部の伝票処理を電子決裁で行い、事務のより一層の効 
率化と迅速化を図ります。 

 

【スケジュール】                      【推進所管 ＩＴ推進室】 

項  目 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 

 

財務会計システム 

全 体 計 画 

 

 予算編成 

 

予算執行 

 

 決算システム 

 

 財産管理システム 

 

 

 

 

14 年 8 月稼動 

 

15 年 2 月稼動 

 

        

 

15 年 2 月稼動 

決算 

16 年 2 月稼動 

 

 

 

 

 

 

16 年 2 月稼動 
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４ グループウェア 

    行政情報ネットワークの構築に併せて、職員間の迅速かつ効率的なコミュニケ 
ーションの促進と組織の壁を越えた情報共有を実現し、さらには組織全体の活性 
化と生産性の向上を図るためグループウェアを導入しました。 
 表計算や文書作成のためのソフトが個人の生産性を向上させる道具だとすれ 
ば、グループウェアは組織としての生産性向上を目的としており、個々の職員の 
知識を収集し、整理再編して組織全体の知識とするいわゆるナレッジマネジメン 
トの道具として有効なものです。 
 これまで紙による連絡や資料配布を行っていたものが廃止され、電子データで 
の送信、必要なデータを自分で見に行くといった新しいルールが確立されました。 
また、人手による手間や到達するまでの時間が大幅に削減することができました。 

 

【スケジュール】                 【推進所管 ＩＴ推進室】 

項  目 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 

 

グループウェア 

 

 

 

検討  導入 

  

 

   

 
 
 
 
 
 

 
５ 職員管理システム 
   職員の人事・給与に関しては、職員課に導入されたオフコンを核に事務処理が行 
われてきました。しかし、蓄積するデータ量が年々増加していること、毎月時間外 
勤務命令簿などを全所管の職員が持ち込んでいることなど現行システムの能力的 
限界や紙による処理の非効率から、行政情報ネットワーク整備を契機にWｅｂ方 
式による新しいシステムへの入れ替えを検討します。 

 
【スケジュール】                  【推進所管 総務部】 

項  目 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 

 

職員管理システム 

 

 

一次稼動 

検討 

 

導入 

 二次稼動 

検討 

 

   導入 

  

一次稼動：現行の人事・給与システムのレベルをパッケージシステムのカスタマイズに

より実現する。 
二次稼動：全庁ＬＡＮを利用して実績情報（時間外勤務手当、特殊勤務手当等）の電子

化、勤怠管理及び臨時職員・嘱託職員の報酬の計算を一元管理する。 
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６ 文書管理システム 
  電子自治体の構築に向け、文書管理システムを整備し、文書の収受から起案、決 
裁、施行、保存・廃棄に至る文書事務を順次電子化していきます。ただし、財務会 
計システムで一部電子決裁を１７年度中に稼動します。 
   システムは、起案文書や収受文書等のデータ管理、保存や電子決裁による起案文 
書の進行管理を中心に構成し、情報公開支援や電子文書の原本性の認証を視野にい 
れた開発が必要となります。 

 
 
【スケジュール】                 【推進所管 総務部・ＩＴ推進室】    

 
 
 
                        八  王  子  市 

項  目 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 

 

文書管理システム 

 

  

 

    
  検討 

 

  検討 

 

 予算化 

 

導入 

    

 
 
家 
 
庭 

イ
ン
タ
ー 

ネ
ッ
ト

   検索・閲覧 

情報提供・公開

廃 

棄

保 

存

施 

行

決 

裁

起 

案

収 

受

 

↑ 

    電子決裁 

 文書のライフサイクル 

 起案文書・収受文書 

 文書管理システム 

  

情
報
公
開
用
デ
ー
タ
ベ
ー
ス 
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文書の受付から起案・決裁・供覧・保存・廃棄までの業務を全て電子化し業務の簡素・効率化を実現 

××年度に○○課が作成した 

高齢者福祉に関する文書を探したい？

【キーワード：”高齢者”＆”福祉”】 高齢者・・・ 
シルバー・・ 

･･･高齢者に関する 
･･･福利･････････ 
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７ ＧＩＳ（地理情報システム） 
施設の所在地情報、道路情報、土地の利用状況情報など多様な地理情報 
をデータベース化することにより庁内における作図、解析、検索などの情 
報管理が容易に行えるようになります。庁内では道路事業部を中心に標準 
化ができていますが、全庁的に使えるシステムにはなっていません。シス 
テム化の核づくりと標準化などが必要な時期にきていますので、今後は全 
庁的なとりまとめや一元管理などを検討していきます。 
また、新規に統合型のＧＩＳを構築することも選択肢のひとつですが、 
行政情報ネットワークが整備されたこともあり、道路事業部で使用してい 
る既存の地図情報システムを全庁的に利用することも、少ない経費ででき 
ることから現実的な選択肢となります。 

 
 

【スケジュール】【関係所管 まちづくり計画部、まちなみ整備部、道路事業部など】 

項  目 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度

ＧＩＳ 

（地理情報システム）  

 

 

  

  

 

    

  

   
     

 検討 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

選択し、基図上に展開 

業務ごとに必要な 

空間データ 

例）構造物・土地利用・

環境情報など 

データの共同利用 

 

      

・データ分析 

・プレゼンテーション 
・政策決定支援 

基図（地形図等） 
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８ 電子申請システム 
     
   電子自治体では市民が生活上の出来事に応じて必要な手続きや利用で 
きるサービスを容易に把握でき、かつ手間と時間をかけずに申請や申込 
みのできる自治体を目指します。 
 八王子市では都区市町村が共同して電子申請や電子入札を行うことを 
目指して平成１５年に設立した「東京電子自治体共同運営協議会」に加 
入し、同運営協議会が設立した共同運営センターを利用して平成１７年 
１月から電子申請サービスを開始しました。開始当初で２２種類の申請 
が可能となっています。今後は申請の種類を順次増やすことが課題とな 
ります。 
 また、この電子申請に先立ち、ホームページから必要な申請書などを 
検索してダウンロードし、自宅で記入して提出できるようにしました。 
 

【スケジュール】     【推進所管 総務部、税務部、市民部、健康福祉部など】 

項  目 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 

 

申請書類のダウンロー

ド 

 

ホームページからの申

請（電子申請） 

 

 

電子申告 

 

  実施 

 

 

    検討

 

 

 

 

   

実施 

 

 

 

 

 

 

 

検討 

 

 

 

 

 

 

 

  導入 
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 ９ 調達・入札システム 
（１）電子調達・入札の概要 
電子調達・入札は市が調達情報をホームページ上で公開し、業者はあ 
らかじめ市に登録した上で参加を希望する案件に対しそのサイトで参加 
申し込みをし、指定日までに電子データで応札する仕組みです。現場説 
明はなく、設計図書も毎週変わるコピー店で購入するので市主導で業者 
が集まることはありません。 
（２）調達・入札制度の考え方 
調達・入札等は特にその公平性・競争性・透明性が問われることから、 
談合防止のために条件を付けた上で一般競争入札を実施することとし、 
現場説明会の廃止、工事発注掲示庁内掲出の取りやめなど談合がしづら 
い制度を実現した上で、それを忠実に反映した電子入札システムを作る 
ことを目指しました。 
（３）自治体間におけるシステムの共通化と情報の共有について 
調達・入札制度は多くの自治体で同様の内容を扱っているにもかかわ 
らず、あくまでも個々の自治体単位で手続きが進められています。この 
ため業者から見ると例えば業者登録も自治体ごとに同様の書類を整えて 
提出しなければなりません。 
発注先としての適否の判断基準は異なるにせよ必要な情報はほぼ同じ 
であるとすれば、自治体間で共通の登録様式を作成し、この情報を共有 
すれば業者にとっても自治体にとっても効率化につながります。そこで、 
本市では電子申請と同じく「東京電子自治体共同運営協議会」に加入し 
共同開発、共同運営の方式で平成１８年４月から電子入札を開始します。 

 
 
【スケジュール】           【推進所管 財務部・ＩＴ推進室】 

項  目 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 

 

調達・入札システム 

 

 

 

 

東京都と検討

 

 

共同開発

  

  

 

システム改修 

 

稼動 
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電子調達システム 

 

 
購買依頼者 

 
 

承 認 者 
 
 

購買管理者 

調達側 
 
供給側 

 

         納 品 

  

 

 

 

 

電子 

カタログ 

購買依頼

稟 議 書  

発注情報 

発注状況 
購買管理 

承 認 

インターネット 

閲 覧 

注文書 

受注情報 

在庫情報 

発 注 

受注・在庫管理

インターネット 

カタログメンテナンス 

 

 

電子入札システム 

 
企 業 

入札結果掲示板 

 
 
 
 

自治体 
 

インターネット 

公   示 
 
 
 

入 札 参 加 申 請 書  
 

入 札 書 類 の 提 出  
 

開   札  
 

入 札 結 果 を 掲 載  
 
（効果） 
事業者のメリット 入札参加機会の拡大・市内業者の育成・事業者の負担軽減 
行政のメリット   契約課の窓口事務の省力化・「談合」の防止・入札価格の低減
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電子入札システム（入札制度の見直しと効果） 

 

従来の指名競争入札での問題点 

有力数業者に受注が集中・落札額が下がらない 

入札業務改革の推進 

条件付き一般競争入札導入   入札における競争性の創出 
              官と民、民と民の接触排除 

入札参加業者の増加等に伴う業務量の急増 

電子入札システムの導入 

増大した入札業務の軽減 

結果① 入札参加機会の増加 
結果② 落札率の低下 
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 １０ 住民基本台帳ネットワーク 
    デジタル・ネットワーク社会の急速な進展の中で、住民負担の軽減・ 
住民サービスの向上、国・地方を通じた行政改革のため、行政の高度情 
報化の推進が必要不可欠です。 
住民基本台帳ネットワークシステムは、こうした要請に応えるための 
基礎となる全国規模で本人確認を効率的に行うシステムです。 
各市町村単位で独自に導入した住民基本台帳の電子化システムをＣＳ 
（コミュニケーション・サーバ）を介して接続し、ネットワーク化しまし 
た。このネットワーク構築の目的は ①市民サービスの向上 ②行政事 
務の効率化 にあります。 

    このネットワークにより、次のような事項が可能となります。 
（１）市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務のオンラインによ 
る処理。 

（２）住民基本台帳カード（ＩＣカード）を活用し、住民票の取得だけで 
なく日常利用するさまざまなサービスを受けること。 

    （例えば、健康記録、施設予約など） 
（３）法律で定める国の行政機関等に対する本人確認情報の提供。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『住民基本台帳ネットワークシステム』の稼動スケジュール 
● 一次稼動（平成１４年８月） 
システムの基本的部分 
・ 住民票コードの住民票への記載 
・ 市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知 
・ 都道府県知事から指定情報処理機関への本人確認情報の通知 
・ 指定情報処理機関から国の行政機関等への本人確認情報の提供

など 
 
● 二次稼動（平成１５年８月） 

・ 住民票の写しの広域交付 
・ 転入転出の特例処理 
・ 住民基本台帳カードの交付 
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【スケジュール】                  【推進所管 市民部】 

項  目 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 

 

住民基本台帳 

ネットワーク 

 

 

 

 

１次稼動 

 

 

ＩＣカード追加

  機能検討 

 

 

 ２次稼動 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

市 民 住民基本台帳ネットワーク  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ＩＣカードでど

こからでも 

居
住
地
以
外
の
窓
口
で 

住
民
票
交
付
申
請 

本
人
確
認
が
必
要
な 

申
請 

 
 
 
 

 
 
 

 

住民票 
添付省略 

27 



１１ 公共施設の案内・予約システム  
本市には、運動施設、会議室、ホールなどの文化施設、「夕やけ小やけ 
ふれあいの里」にある宿泊施設など、さまざまな形態の公共施設があり 
ます。そして、それらの施設ごとに予約の方法や料金の支払い形態は異 
なっています。 

    これまでの、本市の公共施設のネットワーク計画（平成７年３月 施 
設情報システムネットワーク計画書、平成１０年政策会議決定 生涯学 
習支援システムによるネットワーク）では情報センターをはじめ複数の 
拠点にサーバを置き、各施設間を専用回線によるネットワークで結び、 
これを順次拡大していくといったものでした。現在サーバは生涯学習ス 
ポーツ部学習支援課に置かれていますが、システムが肥大化し、体育施 
設と生涯学習部管理施設で手一杯の状態です。これ以上システムを拡大 
するとすればサーバやネットワーク管理の専任職員（外部委託でもよい） 
を置く必要があります。 

 
  （今後の方向性） 
  システムをシンプル化する必要があります。たくさんの施設を取り込 
んだシステムにすると例外処理が増加し、利用者には使いにくく、職員 
にとっても運用管理面で扱いにくいシステムになってしまいます。そこ 
で、各施設の特性により施設ごとにシステムをつくり、インターネット 
上に公共施設のポータルサイトを作成することにします。サーバは施設 
ごとに置くか、文化施設、体育施設、市民センター、宿泊施設というよ 
うに施設の性格の共通する複数の施設で共同して設置し、インターネッ 
トとの接続とポータルサイトへリンクをしておきます。 
このことにより、市民が自宅から必要なサイトへのストレートなアク 
セスが可能となるだけでなく、職員も自分の管理する施設以外の施設の 
空き状況を確認し、市民に案内することもできます。また、システムを 
シンプル化することにより、サーバやシステム管理の負担が軽くなりま 
す。集中管理ではサーバがダウンした場合、その中にあるシステムがす 
べて止りますが、分散化しておけば単独システムだけのトラブルに止め 
ることができます。 

    生涯学習スポーツ部で所管する施設については、１６年度にポータル 
サイトを作り、空室状況の確認と予約が可能となっています。今後はよ 
り多くの施設にこのようなしくみを取り入れることが課題となります。 
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【スケジュール】 【推進所管 生涯学習スポーツ部、産業振興部、市民活動推進部など】 

 

項  目 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 

 

 

公共施設 案内予約

システム 

 

 

 

 

検討 

 

 

 

予算化 

 

 

ポータルサ

イト構築 

 

 

施設数の増

加検討 

 

 
 
 
 
 
 

ポ

八王子市 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

インターネット 

 
 
 
 

市 民 
施設照会・空き状況照会

体育

 

ー
タ
ル

 
施設予約・申込み
文化

サ
イ
ト 
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１２ マルチペイメントネットワーク 
   金融機関、通信会社、コンピュータメーカーと国、自治体が参画する 
日本マルチペイメント推進協議会が構築するマルチペイメントネットワ 
ークを活用して、公金の支払い、収納をオンライン化して電子的に処理 
する構想です。 
具体的には、市税、保育料などの公金を、自宅からインターネットや 
コンビニ店等にあるＡＴＭ（自動預け支払い機）を使って、いつでも（３ 
６５日、２４時間）支払いや口座引き落としができるようにする仕組み 
のことです。 
本市では、支払い手段が増えることによる市民の利便性向上による効 
果や、かかる手数料（コスト）などについて十分検討し、導入の時期や 
この方式で支払いができる公金の範囲などについて決定していきます。 

 
【スケジュール】 【推進所管 税務部、市民部、出納課、ＩＴ推進室など】 

項  目 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 

 

マルチペイメント 

ネットワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 検討 

 

 

 検討 

 

 検討 

 
 

日本マルチペイメントネットワーク推進協議会ホームページより 
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第２章 基幹系電子計算システム利用の方向性について 

基幹系電子計算システムは、住民基本台帳や市税の賦課・徴収といった 

業務などの情報を処理するとともに、情報の有効活用及びより質の高いサ 

ービスを実現するために必要なデータをその基幹系以外の各システムに提 

供する役割を担っています。 

しかし、本市においては、これまで、人口の増加や処理業務量の増加へ

のシステムによる早期対応・処理が求められたことなどにより、基幹系電

子計算システムとは別に業務ごとに構築されたシステム（個別システム）

が多く存在します。現状では、これらのシステムと基幹系電子計算システ

ムとのデータの連携がスムースに行われていません。このことは、行政サ

ービスの手続きを簡素化し、市民本位のノンストップ・ワンストップサー

ビスの実現を困難にする一因となっています。 

データの連携については、市民が求める質の高いサービスの提供を可能 

にするシステムの構築を視野に入れて検討していきます。 

 

１ ハードウェアについて 

ホストコンピュータ（汎用機）は安定性に優れていることが長所と

して挙げられますが、本市のホストコンピュータは平成９年１月から

使用しているため老朽化による安定性の低下が懸念されます。またオ

ープンシステムに移行していく時代の流れの中で、ウィンドウズのよ

うなオープンなシステムとの親和性にも劣っています。 

老朽化に起因するシステムダウンで本市に対する信頼性を損なうこ

とを未然に防ぐとともに、時代の流れであるオープンシステムとの親

和性のある機器への更新を行い、同時に各個別システムとの連携の強

化を目指します。また、他の自治体との共同運用も含めた運用体制等

も引き続き検討します。 

また機器類についても万全なセキュリティ対策を施しながら費用対 

効果、あるいは限られたスペースの有効活用という点を考慮し、すで 

に整備された行政情報ネットワークや個別システムの端末機の共用化 

を図る必要があります。 

 

２ ソフトウェアについて 

現状の基幹系システムは、法や制度改正などにより長期にわたり改 

修を繰り返した結果、そのたびに多くの時間を費やし、同時に経費も 

増加の一途をたどっている状況です。このような現状を分析し、法や 

制度改正にも柔軟に対応できるパッケージソフトの研究、事務処理の 
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省力化、トータルコストの削減を考慮し最適なシステムの再構築につ 

いて検討します。 

 

第３章 既存システムと行政情報ネットワークとの接続についての考え方 
     現在、庁内ではさまざまなシステムが課単独、部単独で稼動してい

ます。 
行政情報ネットワークには、まず全庁で利用することが想定される

システム（財務会計、職員管理、文書管理、グループウェアなど）を

優先的に接続していくこととします（第１レベル）。住民基本台帳シス

テムや総合税システムについては、市民の個人情報を扱っているため、

セキュリティが確実に保たれる技術や配線方法が決定できた段階で行

政情報ネットワークに接続していきます（第２レベル）。その他、各課、

各部内で利用しているが、他セクションとの情報交換を行うことが事

務処理効率の大幅な向上に結びつく可能性のあるものは、評価指標を

定めて客観的な評価を行い、十分な効果があると認められるものに限

り行政情報ネットワークに接続することとします（第３レベル）。 
 
 
第４章 分かりやすい行政と市民参加 
１ 市のポータルサイト（総合ホームページ）の整備 
ホームページは情報発信、伝達の便利な手段として急速に多くの人 
々や企業活動（ＰＲや取引）に利用されるようになっています。瞬時 
にして世界中の多数の人々にほとんど経費をかけずに情報を伝えるこ 
とができるほか、メールなどでのコミュニケーションを行うことも可 
能です。本市では平成１３年１２月から各部ごとでホームページ画面 
を作成し、提供しています。今後画面の数が膨大に増加したり、新旧 
の情報が錯綜したりすることがないように整理する必要があります。 
例えば、市民の欲しい情報は必ずしも市の組織別になっている訳では 
なく、市の組織を横断していることもありえます。そこで、病気やス 
ポーツ、引越し、入学、就職などジャンルごとに整理してホームぺー 
ジを整理することも必要となります。画面の中のポインタ（キーワー 
ド、図）から関連する画面へジャンプすることも可能であることから、 
これらの機能を活用したポータルサイトの整備を今後進めてきます。 
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ＩＴ活用推進本部 

（ＩＴ活用体制の構成） 

 

 

 

 

 

ＩＴ活用推進本部  
 
 
 
 
 
 
 

インターネット 
●利用推進委員会 
●運用検討委員会 

個別設置の 
プロジェクト 
 

既存システムの 
●ＯＡ管理責任者 
●ＯＡ管理主任 

 
 
 
 
 
 
 

・ＩＴ活用体制整備による組織の活性化 
・提案・命令・指示・報告による トップダウン・ボトムアップに

よる縦組織の長所を生かす。 
・協議・協力・連絡による横組織のつながりのルールを明確にする。
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２ 市民参加と行政の透明性の確保 
    地方分権の時代は、「地域のことは地域で決める」という地方自治の原

則が再認識される時代でもあります。行政の姿勢として「依らしむべし、

知らしむべからず」ではなく行政に関わる情報は積極的に知らせて、市

民の意見やアイデアを積極的に受け入れていくとともに市民と力を合わ

せ、気持ちを合わせて、まちづくりを進めるという姿勢が必要です。Ｎ

ＰＯ、ボランティアをはじめ、さまざまな市民団体や市民個人と役割を

定めた協働もこれからは進めなくてはなりませんが、意見交換や集約の

手段としてインターネットやメールなどのＩＴの活用は欠かせないもの

となります。 
    また、積極的に行政に関する情報を提供することにより、市民からさ

まざまな意見や批判、苦情が寄せられることになりますが、それが市の

行う施策の率直な反省材料となったり、励ましとなったりします。そし

て何よりも市民の意見を取り入れて改善、改革を行うことにより、着実

に施策が充実し、サービスが良くなっているという実感を得ていただけ

るようになれば、市民は批判者から協力者に、そして市政に関する責任

を担う当事者であるという意識が醸成されます。 
    これまで役所（行政）の情報を市民が入手するまでに、いくつもの壁

がありました。制度上は公開の道は開かれましたが、役所へ出向いてい

くつかの手続きを踏まなければ、見ることができないことが次の障害と

なっていました。ＩＴは空間的隔たりという障壁を取り払います。イン

ターネット、ホームページを使うことで行政が提供する環境を整えてい

けば、市民は自宅やオフィスから市政情報を入手することが可能となり

ます。 
 
３ 携帯端末への情報提供 
    本市の行財政改革推進審議会からの答申を受けて策定した第四次行財

政改革大綱（しくみと意識のステップアップ作戦）において、市民への

情報提供のツールとして携帯端末（電話）への市政情報の提供を取り組

み項目として掲げました。一度に見ることができる情報量が少ない、検

索がやりずらいなどの問題点もありますが、広聴広報室広報担当や健康

福祉部で取り組んでいる情報提供を本市のパイロットケースと位置付け、

提供する情報の内容、経費、効果、利用対象者などについて庁内で検討

し、全庁的な展開についての基本方針を平成１６年３月に策定しました。

今後はこの方針に従って情報提供の拡大を図ります。 
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        （注）携帯電話及び携帯インターネット契約数の推移（平成１６年版情報通信白書より） 

 
 
 
４ ノンストップ、ワンストップの情報提供やサービスの提供 

    ＩＴを活用することにより行政サービスの提供形態も変わろうとして

います。たとえば、転出、転入の届出では市民課をはじめいくつもの窓

口を順番に回っていたものが、ＩＴを利用することで、１つの窓口です

べての手続きが済ませられるようになったり、市民向けのポータルサイ

トをつくり、そこへ自宅からアクセスするとこれらの手続きの説明が表

示され、説明に従って入力を行うと届出がすべて完了するといったしく

みをつくることも夢ではありません。 
    また、ホームページによる情報提供は２４時間可能です。いつでも情

報を入手できるしくみは市民にとって好ましいことですが、そのために

かかるコストは増加します。例えば機器の保守、点検や情報を安全に保

存しておくためにセーブ（データをコピーして保存する）の時間が必要

であることから機器の二重化などが必要です。今後はかかる経費や人員

等を考慮し、セキュリティなどに配慮しながら情報提供サーバの運転時

間、アウトソーシングによる外部機関への管理の委託などを検討してい

きます。 
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５ 市民の誰もがＩＴを利用できる環境の整備 
    平成１３年１２月に行った市政モニターへのアンケートによると、自 
分がＩＴを使えないことにより世の中から取り残されたり、不利益をこ

うむることがあるのではないかといった不安を感じられている方が少な

からずおられました。本市ではこのようなご意見を重く受け止め、イン

ターネットを利用するための機器操作を習得するためのＩＴ講習会、入

門段階を終了された方のためのステップアップ講座を１４年度以降も行

ってきました。 
    また、パソコンをお持ちでない方やインターネット接続をしていない 
方がインターネットを利用して行政情報を入手できるよう、公共用イン

ターネット端末を、本庁舎、各事務所、図書館に設置し、一定のルール

を定めてご利用いただいています。 
いうまでもなく電子自治体を目指すには、市だけではなく市民のＩＴ

リテラシーの向上が不可欠です。そのためには第一に、より多くの方に

ＩＴに親しんでいただく場や機会を設けることが重要で、次に、楽しく

自由に操作が出来るようになるために、講習会などの教育だけでなく相

談やアドバイスを行う機能を企業や市、ボランティア、ＮＰＯなどが役

割を分担して担っていくことが必要です。 
 
第５章 産業分野のＩＴ化施策について 
１ 情報関連産業の振興 

     本市には約１３０社もの情報関連産業が立地しています。とりわけ、 
ＪＲ八王子駅周辺には多くの情報関連産業が集積（約８０社）してい 
ます。しかし、それぞれの企業は中小零細企業が多く、その経営基盤 
は必ずしも強いとは言い難い状況にあります。そこで、平成１６年７ 
月にそれぞれの会社の資源（強み）を持ち寄り、市民、他業種からの 
幅広いニーズに対応するため、「八王子ＩＴネットワーク」が設立され 
ました。今後、この八王子ＩＴネットワークを機軸に市内情報関連産 
業の活性化を図っていきます。 

   
（具体的な施策） 
 （１）八王子ＩＴネットワークをベースに、共同受注体制の構築を推進 
します。（事業共同組合など法人化を想定） 

      従来、単独ではなし得なかった案件について、八王子ＩＴネット

ワークを通じての互いの資源を持ち寄ることにより、受注機会の拡

大を図ります。 
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   （２）新たな市場の開拓及びビジネスチャンスの創出に向けた活動を支

援します。 
      既存技術に留まらず、まだ市場へ投入されていない先端的な技術

を用い、八王子市内で実験的な取り組みを行うことを支援していき

ます。これにより新たなビジネスモデルを構築し、顧客開拓ととも

に将来につながるビジネスに発展させることが期待できます。 
 
   （３）地域と八王子ＩＴネットワークとの共同体制の構築 
      八王子ＩＴネットワークをＩＴ技術者の人材バンクととらえ、本

市域内の情報化に関する助言、システム構築支援等を行うための「ア

ドバイザー制度」の構築を目指します。 
 
２ 中小企業における情報化支援 
  情報化社会の進展に伴い、大企業はもとより中小企業においても情 
報基盤は整いつつあります。「e-Japan戦略」のもと、官公庁、企業間、 
一般消費者との商取引の電子化が一層進展すると考えられます。こう 
した環境下で中小企業においても経営戦略としての情報化が求められ 
ますので、地域の中小企業がこうした流れに乗り遅れないためにも適 
切な支援を行います。 
 

   （具体的な施策） 
   （１）「ビジネスお助け隊」（アクティブシニアの団体）を活用して情報 

化戦略を支援 
      アドバイザー数が７０を超えるビジネスお助け隊は技術面のみな

らず経営、販路開拓などのさまざまな分野の専門家集団です。今や

企業における情報化とは経営戦略そのものとなっていますので、単

なる情報化だけではなく経営上の幅広い見地からのアドバイスを行

います。  
 
   （２）中小企業の情報化に対する低利融資制度（ＩＴ支援資金）の創設 
      従来の融資枠（小口事業資金）とは別に、中小企業における IT

化に関わる設備投資に対して融資斡旋及び利子補給（２年）を行い

ます。（平成１６年度から実施） 
 
   （３）八王子ＩＴネットワークとの積極的な連携 
      中小企業において、システム導入にかかる費用は大きな負担とな
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っています。そこで、上記「ＩＴ化支援資金融資斡旋制度」ととも

に地域のＩＴ関連事業者の団体である八王子ＩＴネットワークとの

連携を図り、より最適でローコストなシステムの提案が期待できま

す。 
 
   （４）中小企業向けの情報化セミナー等による意識啓発 
      情報化の必要性、成功事例などを踏まえたセミナーを開催します。 
 
３ ローカルポータルサイト（サイバーシルクロード八王子ＨＰ）の充実 
平成１３年１０月に、「首都圏首都圏産業特区・八王子」構想推進協議  

（サイバーシルクロード八王子）の設立とともに開設したホームページを

事業者向けのポータルサイトとして充実に努めてきました。今後も、よ 
り有益な情報提供のツールとして一層の充実を図っていきます。 

 
（具体的な施策） 
（１）ハイテク・高付加価値製品の八王子ブランドの確立、情報発信の

ため、ポータルサイトを活用し、市内企業の技術や製品に関する

情報を発信します。 
  
（２）サイバーシルクロード八王子の活動を通じて発足した「ビジネス

お助け隊」の相談窓口としてローカルポータルサイトを活用しま

す。 
 
（３）国、都、市とそれぞれの組織において展開されている融資、補助

金などの支援情報の一元化を図り、ポータルサイト上において提

供できるシステムを構築します。 
 
４ 産業振興データベースの充実 
平成１３年度に地理情報システムをベースに産業振興データベースを 
構築し、製造業、情報通信産業、情報基盤整備状況、空き店舗情報を整 
備し、現状分析、施策の立案等に有効活用しています。今後、他の業種 
に広げるなど一層の充実を図ります。 
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第６章 ＩＴに関わる開発・運用体制について 
１ プロジェクトチームと専任組織 
どちらの体制でも一長一短があると考えられます。プロジェクトチ 
ーム方式は、一時的に本来の業務から離脱し他課の職員とともに目 
標・目的の業務を遂行するために結成されるものであることから、機 
動的で実効性のある方式です。 
一方、システム化する業務を行っている担当課の出身者をメンバー 
の中心とした専任組織の場合には、その組織を結成するための人員を 
現行の体制から捻出することに難しさが伴うことになります。しかし、 
過去の経験や知識を生かして業務を遂行できることから、有効な方法 
として位置付けられることができます。 
本市では当面、システムの大きさにもよりますが、専任組織を準備 
段階から立ち上げ、システム構築に取り組むこととします。 

 
２ ＬＡＮの運用・管理体制 
平成１４年度には行政情報ネットワークが整備され、財務会計シス

テム、グループウェア、電子申請、電子調達などのシステムがこのネ

ットワーク上で稼動しています。この時、システムやサーバなどの運

用管理が発生しますが、基本的な考え方は次のとおりです。 
行政情報ネットワークの運用管理はＩＴ推進室が中心となりますが、

機器の故障やネットワーク上の障害すべての事項にＩＴ推進室が関わ

ることは現実には無理があります。そこで各職場に配置されているＯ

Ａ管理主任が職場で起こる小さなトラブル、操作ミスによる故障など

に対応できるようにＯＡ管理主任を対象とした研修も充実させていく

必要があります。 
まず、システムの修正、改善は所管課で責任を持って対応すること

とします。例えば、財務会計システムであれば、財政課、契約課、出

納課などが担当課として関わる部分のプログラム修正は、各担当所管

が予算措置や仕様書づくり、契約などを行い、ＩＴ推進室はそのアシ

ストを行います。配備されたパソコンの管理はパソコンを所有する課

で軽易なトラブルなどの対応を行い、ネットワークやハード障害など

所管課では対応ができないものは、ＩＴ推進室が対応することとしま

す。そしてサーバ、ネットワーク回線の管理はＩＴ推進室で行うなど

の役割分担をしていく必要があります。 
なお、本市の行政情報ネットワークは巨大なネットワークであり、

かつインターネットへの接続を行うことから内部情報の流失や不正侵
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入、データの改ざん、ウィルスへの感染など多くの脅威にさらされま

す。さらに高度化、専門化する技術への対応や今後のサービス提供日

の増加、提供時間の延長などの可能性を考えるとこれに対処するには、

すべてを市の職員で管理するのではなく、ヘルプデスクの設置やネッ

トワーク管理にすぐれた技術、経験を持つ企業に一部の業務をアウト

ソーシングすることも検討していきます。 
 
第７章 セキュリティの確保 

１．情報セキュリティポリシーの策定 
ＩＴ技術の急速な進展により、民間ではインターネットを利用した 
商取引、各種サービスを導入する企業が増えています。本市において 
も、市民の利便性の向上と、業務効率の向上の両面から、インターネ 
ットを利用した各種サービスを提供していくことが、不可欠となって 
います。その一方で、ＩＴ技術は負の要素も合わせ持ちます。すなわ 

ち以下のような事例です。 

 
①盗聴、なりすまし、改ざん、不正アクセス等、ネットワークを介し 

た犯罪行為。 

②コンピューターウイルスによる、データ破壊 

③災害、コンピュータの故障、誤操作等による、データ喪失。 

④情報漏洩 
 
このことからＩＴ技術を市のサービスに積極的に導入していくには、 
上記のような情報資産に対する脅威から、市の情報資産を守るための 
包括的な対策をたてておく必要があります。これが情報セキュリティ 
ポリシーです。本市においても、平成１４年度からの財務会計システ 
ム導入を契機に全庁的なパソコン導入が進むことを踏まえ、１５年４ 
月に情報セキュリティポリシーを策定しました。 
その中身としては、①市の情報セキュリティに対する基本的な考え

方を示した「基本方針」②各システム、部署等、対象範囲を明記した

上で、基本方針で定めた事項を実現するために必要な行為基準を定め

た「対策基準」③さらに対策基準に定められた内容を実施するために

必要な手順を定めた「実施手順」をその下層においた３層構造により

情報セキュリティポリシーを策定しています。 
職員一人ひとりが、この情報セキュリティポリシーを遵守すること

により情報の適切な管理を行ない、情報漏洩等を防ぐとともに、災害
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やコンピュータ故障等が起きても、バックアップを取ることで情報を

喪失しないような対策を日常的に実施していきます。 

 
  ２．セキュリティ監査の推進 

     情報セキュリティポリシーに基づき、適切なセキュリティ対策が継

続的かつ効果的に実施されるよう組織的に取り組むとともに、セキュ

リティポリシー及びセキュリティ対策の評価、見直しを行う観点から、

セキュリティ監査、内部検査に取り組んでいきます。 

 
３．個人情報の保護 

市町村においては、住民記録や税や所得情報、各種福祉情報等、市民

の皆様の大切な情報を保有していますが、中でも個人情報はその重要性

に鑑み、適切かつ厳重な管理が必要です。 

本市においても、「八王子市個人情報保護条例」（平成８年３月２９日

条例第６号）により、①個人情報をみだりに他人に知らせたり、不当な

目的で使用することを禁じ、②収集に当たっては、適正な手続きを踏む

ことを要求し、③管理に当たっては、正確かつ最新の状態に保つよう努

力することを規定しています。また、市が有する自己の個人情報の開示、

訂正、削除、利用の中止を請求する権利を保障しています。 

電子自治体化が進んだ場合も、条例に沿った形で個人情報の保護を図

っていくとともに、電子化に対応した条例、規則の見直し、改正を行う

ことも必要となります。（平成１７年４月に、罰則規定が盛り込まれる

など全面改正された個人情報保護条例が施行されました。） 
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第３部 計画の実現に向けて 
第１章 職員の意識改革 

黒須市長就任以来、職員には次の３つのことが求められてきました。 

第１に市民の目線で、市民の立場でものを考え、行動すること。 

第２に意思決定と施策実施段階におけるスピードを追求すること。 

第３にコスト意識を常に持つこと。 
 
  これらの要求に応えていくためにＩＴの活用は欠くことができません。 
ただ、先にも述べたようにＩＴを漫然と導入するだけでは意味がありま 
せん。ＢＰＲやナレッジマネジメントをＩＴを活用して実践することが 
重要です。いままでどおりのしくみ、いままでどおりの意識のままであ 
ってはＩＴを導入する効果は薄れてしまいます。縦割り組織が生む縦割 
り思考、市民に目を向けず市役所の内部にばかり目を向ける内部志向を 
打ち破り、顧客（市民）中心にものごとを考えることが必要です。 
また、コストは、かける経費と成果によってその高い、低いを評価さ 
れることから常に成果に注意を払い、これを高めようとする意識と改善 
する努力が重要です。えてして行政では、プランや実行（ドゥ）の部分 
に関心が集中しますが、重要なのは成果であり、不完全な点や問題点を 
隠すことなく、謙虚に客観的に評価し、反省点や市民の意見を反映させ 
た改善行動を繰り返し行うことが重要です。ＩＴを利用して電子会議室 
やメーリングリストにより市民の声を聞いたり、市の考え方や方針を伝 
え、それに対する批判などを受ける体験を持つことで職員の意識が変わ 
ります。 
 

 
① 顧客（市民）中心主義の発想や思考を持つこと。 
② ＰＤCＡ（プラン（計画）、ドゥ（実行）、チェック（点検・見直し）、
アクション（改善行動））サイクルを回して仕事を進めること。 
③ ＩＴを活用してＢＰＲやナレッジマネジメントを実践すること。 

 
 
第２章 推進体制の整備 
１ 情報化の推進組織 
本市の組織上では、これまでは総務部に情報システム課があり、平 
成１４年からはＩＴ推進室を設置しましたが、情報関連部門が二つの 
組織に分かれている不合理を解消するため、平成１５年８月の組織改 
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正において総務部内にＩＴ推進室を置き、情報システム部門、企画推 
進部門などの各担当を室内に配置することにより、情報化推進組織を 
統合化しました。 
また、組織規則上の組織ではありませんが、本市のＩＴ化を推進す 
るための庁内横断的組織として、平成１３年１月に助役を本部長とし、 
関係部長をメンバーとする「ＩＴ活用推進本部」を設置し、ＩＴ化推 
進上の課題等について検討を行っています。 

 
２ インターネット推進組織 
平成１３年２月、ＩＴ活用推進本部の下部組織として関係課長をメ 
ンバーとする「インターネット利用推進委員会」、またすべての部の代 
表職員（主査以下）をメンバーとする「インターネット運用検討委員 
会」を設置し、インターネットの活用方法、ホームページによる情報 
提供などについて、検討し、平成１３年１２月から部ごとに作成した 
ホームページを提供しています。平成１４年１２月からは各種申請書、 
届出書などのホームページからのダウンロードが可能となり、平成 
１５年１２月からは水道の給水開始や停止の届出、市道の補修などの 
連絡が行える簡易電子申請をスタートさせました。今後はアクセシビ 
リティに配慮し、障害者や高齢者だけでなく健常者にとっても見やす 
いホームページづくりについて検討し、実施していきます。 

 
   ３ 情報システム関係経費適正化の推進組織 
     情報システムの構築・運用は費用対効果の最大化の観点から運用コ

ストを含めたシステム関係経費の節減に厳しい目を向けていくことが

不可欠です。 
     このためには、多様な選択肢の中から最適なものを選ぶという原点

に立脚しつつ、その過程において常に競争原理が適切に機能できるよ

うに契約方法の見直し等を推進する体制を構築し、システム関係経費

の適正化に取り組みます。 
 
 
第３章 他の自治体との連携 
   ＩＴ化の潮流は本市だけに関わるものではなく国として、また都道

府県として、そして全国の区市町村が取り組まねばならない課題です。

国は入札、調達、申請などの電子化を自身だけでなく地方自治体にも

求めています。導入の時期は異なるとしても、多くの自治体でこれら
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のシステムを導入することになりますが、それぞれで開発経費をかけ

て同じようなシステムを作るのはいかにも無駄です。協力してシステ

ム開発を行えば、大幅な経費の節減になります。 
東京都では、自治体連携の事業として、電子入札・調達システム・ 
電子申請システムを区市町村と共同して開発・運用することを平成  
１４年２月に提案しています。本市としては最少の経費で最大の効果 
を得るというコストパフォーマンスの視点やＩＴ化を通じて都区市町 
村の連携や交流が強まり、さまざまな行政課題に知恵や経験を共有す 
ることで、よりよい解決策に到達できる可能性が高まるなどの視点か 
ら積極的にこの事業に参加してきました。そして電子申請を平成１７ 
年１月から始め、電子入札は平成１８年４月から開始します。また、 
平成１６年４月には東京都府中市と災害時におけるコンピュータの相 
互利用に関する協定を締結し、非常時における運用体制の確保に努め 
ています。 
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都区市町村共同開発スケジュール 
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第４章 教育・人材育成の考え方 

  研修計画と方針 

（１）概要 

電子自治体「ｅ-Ｃｉｔｙ八王子」の実現のためには、全ての職員が 

積極的にＩＴを活用し、市のサービスの電子化を図らなければなりま 

せん。また、ＩＴの活用にあたっては、強固な情報セキュリティ体制 

が不可欠です。このため、職員の教育・人材育成においては、操作技 

術研修と同時にセキュリティ技術やモラル意識を高めるための研修を 

継続的に実施し、高いセキュリティ水準を維持するように努めます。 

また、急速なＩＴの進歩に対応するため、常に新しい技術及び知識

を適切に業務に生かし、先見性のある政策形成をおこなうことができ

る人材を育成していきます。 

研修実施体制も外部講師によるこれまでの研修に加え、庁内で内部 

講師を公募・登録し活用するなど充実させ、職員の研修受講機会の拡 

充を図ります。 

 

（２）研修内容 

ア 一般職員のリテラシー向上のための研修 

近年、地域情報化や電子自治体化の必要に迫られ、インターネッ 

トや、行政情報ネットワーク・財務会計システムなどの庁内環境が 

整備されました。これにともない、職員のリテラシー向上も、より 

強力に推進していかなければなりません。 

これまで実施してきた標準ソフトの操作研修やインターネット研 

修に加え、財務会計システムや情報セキュリティについての基礎知 

識習得のための研修も実施していきます。 
 
イ ＯＡ管理主任に対する研修 
インターネットや行政情報ネットワークなどのネットワーク環境 

の急速な普及に対応する必要から、各課のＯＡ管理主任に対しては、 

ネットワークに接続しないパソコンの管理運用に加えて、ネットワ 

ークの運用やセキュリティの技術や知識も要求されます。これら必 

要な技術や知識を習得するためＯＡ管理主任研修を実施していく必 

要があります。 

 

ウ 管理職を対象とした研修 

電子自治体の管理職として必要な資質を自覚し、率先して情報化 

46 



を推進するため、基礎的なリテラシーの向上とナレッジマネジメン 

トの考え方、情報セキュリティの確保、委託管理、システム開発の 

基礎についての研修を実施します。 

 

エ 情報システム部門職員に対する研修 

近年のネットワーク技術の進展にも対応し、セキュリティをより 

強化するため、基幹情報システムの維持管理技術を一層高めるとと 

もに、庁内への技術支援をおこなうため、最新のセキュリティ技術 

と高度情報通信技術を習得させるための専門的な研修を実施します。 

 

オ 電子自治体研修 

全ての職員が電子自治体の動向や課題に対する意識を高めるため、 

情報化先進都市の職員や専門家を講師として招き研修を実施します。 

 

（３）研修環境の整備 

行政情報ネットワークの環境整備や財務会計システム導入などに伴 

い、パソコンが大量に導入されると操作研修などが急激に増加するた 

め、常時利用可能なパソコンの研修環境を本庁舎内に整備しました。 

各課等が企画した職場内研修にも利用しています。 

 

（４）研修成果の人事への反映 

職員課人材育成担当と連携をはかり、受講情報を人事データへ反映 

させ、効果的な人事をおこなえるような体制の整備に取り組みます。 

 

（５）普及啓発 

職員に対しては、研修以外に、コンピュータ等の操作方法を習得す 

るための教材、関係図書等の充実を図り、各種ノウハウや事例などの 

情報交換を、行政情報ネットワークも有効に活用して行うことにより、 

情報化についての職員の意識高揚を一層図っていきます。 

また、市民に対しては、広報紙の発行、パンフレット等の配布のほ 

か、出前講座の実施、インターネットやケーブルテレビの活用等によ 

り、情報化について市民への啓発をおこなうとともに、情報機器やシ 

ステムの利用に関する学習機会の拡充を図ります。 
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用 語 解 説 

[ア行] 

ＩＣカード：カードの内部に集積回路を組み込んで大きな記憶容量と読み出し、

書き込み消去などの機能や演算機能を持たせたもの。 

 

ＩＣＴ：インフォメーション、コミュニケーションテクノロジーの略語。ＩＴ

にコミュニケーションを加えたもの。 

 

ＩＮＧ：英語の現在進行形の意から、進行中を意味する。 

 

アウトソーシング：企業内の情報システムの構築・運営・保守の一部又は全部

を外部の専門業者に一括して委託すること。 

 

ｅ-Ｊapan 重点計画：ＩＴ活用により世界規模で生じている、急激かつ大幅な

社会構造の変化のＩＴ革命がもたらす急激な社会変化

にわが国が対応していくため、今後の高度情報通信ネッ

トワーク社会形成のために取組むべき重点施策を明確

にした計画。 

 

Ｅコマース：コンピュータネットワーク上で電子的に決済情報を交換して行う

商取引。最近では、特にインターネットを通じて行われるビジネ

ス全般を指す言葉として用いられる。 

 

Ｅラーニング：パソコンやコンピュータネットワークを利用して教育を行うこ

と。 

 

インテリジェント・シティ：高度情報化社会に対応した情報通信網や施設が整

った都市。 

 

イントラネット：インターネットの技術を企業内の情報通信システムの基盤に

取り入れ、情報共有や業務支援に活用するためのシステム形

態。 
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Ｗｅｂ方式：（正式名称、Ｗorld Ｗide Ｗeb）インターネットで標準的に用い

られるドキュメントシステムであり、ＨＴＭＬという言語で文書

の論理構造や見栄えを記述し、文書の中に画像や音声など文字以

外のデータや他の文書の位置（ハイパーリンク）を埋め込むこと

ができる。 

 

 

ＬＧＷＡＮ：（総合行政ネットワーク、Local Government Wide Area Network） 

            地方公共団体を相互に接続する行政専用ネットワーク。 

 

オフコン：主に事務関係の処理を、効率よく行う目的でつくられたコンピュー

タ。 

     （伝票発行、販売データ集計・分析、在庫管理、給与計算など。） 

[カ行] 

カスタマイズ：ソフトウェアやハードウェアの操作環境や仕様を、利用者が自

分の好みや使いやすさに合わせて設定、変更すること。あるい

は、その機能をいう。 

 

霞ヶ関ＷＡＮ：各省庁のＬＡＮを結ぶ省庁間ネットワーク。「行政情報化推進

基本計画」に基づいて整備されたものでＨ９年１月から運用が

開始され、３７機関が利用中。 

 

カンバン方式：「カンバン（発注指示カード）」の枚数を、将来の生産計画に基

づき必要とする枚数と、実際に部品製造者との間を流通してい

る枚数を部品発注指示装置（コンピュータ）で比較して増減す

る発注指示カード管理手法。 

 

グループウェア：企業内ＬＡＮを活用して情報共有やコミュニケーションの効

率化をはかり、グループによる協調作業を支援するソフトウ

ェアの総称。 

 

[サ行] 

ＣＳ：（Ｃlient/Ｓerver）情報や資源を一元的に管理し、提供する役割のハー

ドやソフトを「サーバー」と呼び、サーバーに要求を出して情報や資源

を利用するハードやソフトを「クライアント」と呼ぶ。これらが連携す

ることで一つのアプリケーション・プログラムを効率的に実行する方式。 
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   （Communication/Server）住民基本台帳ネットワークで異なる自治体間

でのデータのやりとりをするためのサーバ。 

 

システムアセスメント制度：市民サービスの向上や事務の効率化等と情報シス

テムの開発運用に必要な経費を、信頼性・安全

性・効率性等の面から総合的に評価し、情報化投

資の適正化を図ること。 

 

自治省アクションプラン：地域ＩＴ推進における、地方公共団体支援のために

実施する事業について、担当部局・年度ごとの取組

内容を自治省が具体的に示したプランのこと。 

 

小集団活動：小グループで自主的に行う品質管理活動や改善活動のこと。 

      ＱＣサークルが代表例。 

 

情報リテラシー：コンピュータやネットワークを活用して情報データを扱うた

めの知識や能力のこと。 

 

スタンドアロン：コンピュータを外のコンピュータと接続せずに利用する形態。 

 

セキュリティーポリシー：企業全体のセキュリティに関する基本方針。広義に 

は、セキュリィティ対策基準や個別具体的な実施手 

順を含む。 

 

[タ行] 

テレトピア：未来型コミュニケーションモデル都市。 

 

デジタル・ネットワーク：デジタルで統合された映像・音声などの情報を双方 

向でやりとりできる通信システム。 

 

電子自治体：情報基盤整備や情報システムを整備して、業務の電子化を図り、 

行政の透明化・業務の効率化・市民サービスの利便性の向上など 

を目指す自治体。 

 

トップダウン：上意下達。 
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[ナ行] 

ナレッジマネジメント：個人の持つ知識や情報を組織全体で共有し、有効に活 

用することで業績を上げようという経営手法。 

 

[ハ行] 

ハイビジョン・シティ（構想）：ハイビジョンを都市空間に導入し、活気と潤

いにあふれた先進都市を構築し、魅力ある地域

づくりを目指す先進的プロジェクト。 

 

ハイビジョン：高画質・高音質を実現した次世代のテレビと言われたが低価格

化より一般家庭にも普及してきた。 

 

パイロットケース：試行的先進事例。 

 

ＢＰＲ：（Business Process Reengineering）企業活動に関するある目標（売

上高・収益率など）を設定し、それを達成するために業務内容や業務

の流れ、組織構造を分析、最適化すること。 

 

ＰＤＦ：米 Adobe Systems（アドビシステム）社が開発したドキュメント・ビ

ューア・ソフト Acrobat で、表示・印刷できるファイル形式。Acrobat

は、ドキュメントを作成した環境とは別の環境（異なる機種、ＯＳ、

アプリケーション、フォント）との間でドキュメントの交換を可能に

するもの。 

 

プロセス：手順。過程。経過。 

 

ヘルプデスク：情報システムに関するエンドユーザーからの問い合わせに対応

する業務、またはそれを実現する組織。 

 

ポータルサイト：多くの人が閲覧するインターネットホームページ。インター

ネット利用時、最初に訪ねるように設定しているＨＰがポー

タルサイトになることが多い。正面玄関を意味する。 

 

ボトムアップ：意思決定やその基礎となる情報の流れが「下から上へ」向かっ 

ていること。 
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[マ行] 

マルチペイメントネットワーク：収納企業と金融企業との間をネットワークで 

結ぶことにより、利用者はＡＴＭ、電話、パ

ソコン等の各種チャンネルを利用して公共料

金の支払いができ、即時に消し込み情報が収

納企業に通知される。 

 

[ヤ行] 

ユビキタス：水や空気のようにコンピュータが生活や社会のあらゆるところに

存在し、意識することなく自由に利用でき、その恩恵を享受でき

る状況をいう。 

 

[ラ行] 

ＬＡＮ：同一建物内、あるいは同一敷地内の比較的狭い地域に分散設置された

パソコン、ワークステーション、プリンターなどを結ぶ構内ネットワ

ークシステム。パソコン１人１台時代の情報基盤として定着している。 

 

リテラシー：読み書き能力。また、ある分野に関する知識やそれを活用する能 

力。 

 

[ワ行] 

ワンストップ化：一度の手続きで、必要とする関連作業をすべて完了させられ 

るように設計されたもの。 
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